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令和８年度千葉市人事委員会  

   第１回定例会議事録  

 

 

１  日   時   令和８年４月１３日（月）  

        午後２時００分開会 

        午後３時１２分閉会 

 

２  開催場所   選挙管理委員会室  

 

３  出 席 者  委員長   下  山  修  司 

委  員   志  村   隆 

        委  員   斎  藤  千  草 

 

事務局 

 事務局長   大  宮  真  人  外３名 

 

４  議  案  

（１）議案第１号  職員採用試験（上級）の実施について 

    職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第５条（採用予定の職及び職員数の通知）の規定により、市

長及び消防長から通知のあった令和９年度採用予定の職及び職員

数等のうち、上級（事務、技術、消防士）の採用について、同規

則第３条（任命方法の一般的基準）第２項の規定により、競争試

験によるものとし、原案のとおり試験の方法と基準を定め実施す

ることとした。 

 

（２）議案第２号  職員採用選考（獣医師等）の実施について 

職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第１１条（選考の実施）の規定により、市長から請求のあっ

た獣医師等の採用について、同規則第９条（選考による採用）第

１号の規定により、選考によるものとし、原案のとおり選考の方

法と基準を定め実施することとした。 
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（３）議案第３号  職員採用試験（中級、初級、保育士）の実施について 

    職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第５条（採用予定の職及び職員数の通知）の規定により、市

長、消防長及び教育委員会から通知のあった令和９年度採用予定

の職及び職員数等のうち、中級（学校事務 ）、 初級（事務、技術

（土木 ）、 学校事務、消防士）及び保育士の採用について、同規

則第３条（任命方法の一般的基準）第２項の規定により、競争試

験によるものとし、原案のとおり試験の方法と基準を定め実施す

ることとした。 

 

（４）議案第４号  職員採用選考（栄養士等）の実施について 

   職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第１１条（選考の実施）の規定により、市長及び教育委員会

から請求のあった栄養士等の採用について、同規則第９条（選考

による採用）第１号の規定により、選考によるものとし、原案の

とおり選考の方法と基準を定め実施することとした。 

 

（５）議案第５号  民間企業等職務経験者を対象とした職員採用試験の

実施について  

    職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第５条（採用予定の職及び職員数の通知）の規定により、市

長から通知のあった令和９年度採用予定の職及び職員数等のうち、

民間企業等職務経験者を対象とした職員の採用について、同規則

第３条（任命方法の一般的基準）第２項の規定により、競争試験

によるものとし、原案のとおり試験の方法と基準を定め実施する

こととした。  

 

（６）議案第６号  民間企業等職務経験者を対象とした職員採用選考

（獣医師等）の実施について  

職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第１１条（選考の実施）の規定により、市長から請求のあっ

た獣医師等の採用について、同規則第９条（選考による採用）第

１号の規定により、選考によるものとし、原案のとおり選考の方
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法と基準を定め実施することとした。  

 

（７）議案第７号  職員採用選考（育児休業代替任期付職員）の実施に

ついて  

   職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第１１条（選考の実施）の規定により、市長から請求のあっ

た育児休業代替任期付職員の採用について、同規則第９条（選考

による採用）第７号の規定により、選考によるものとし、原案の

とおり選考の方法と基準を定め実施することとした。 

 

（８）議案第８号  障害者を対象とした職員採用選考の実施について  

    職員の任用に関する規則（平成３年千葉市人事委員会規則第３

号）第１１条（選考の実施）の規定により、市長及び教育委員会

から請求のあった障害者を対象とした職員の採用について、同規

則第９条（選考による採用）第９号の規定により、選考によるも

のとし、原案のとおり選考の方法と基準を定め実施することとし

た。  

 

５  報  告 

（１）報告第１号  職員の採用選考（委任）の結果について  

職員の任用に関する権限の一部を委任する規則（平成３年千葉

市人事委員会規則第４号）第２条（選考に関する権限の委任）第

２号の規定により委任している医師の採用選考の結果について、

同規則第３条（試験又は選考の通知及び報告）の規定により、病

院事業管理者から報告があった旨、事務局から報告があった。  

 

（２）報告第２号  千葉市職員採用説明会の実施状況について  

千葉市職員採用説明会の実施状況について、事務局から報告が

あった。  

 

（３）報告第３号  令和７年度事業場調査の実施結果について  

    過重労働の防止のため並びに労働関係法令、本市の勤務条件等
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に関する条例及び規則等の適用状況等を確認するため、事業場調

査を実施したので、その結果について事務局から報告があった。 


